
新型コロナウイルス感染症対策本部
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本県の感染状況

直近１週間の感染者数

１２３人
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本県の感染状況
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１３０床÷４７４床＝２７．４％
※緊急避難的に確保した病床を一般病床へ
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• ステージⅣ
• 本県独自の緊急事態宣言

鹿児島県の方針①



の飲食店の皆様へ
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酒類提供

時短要請の張り紙鹿児島県飲食店第三者認証制度 認証ステッカー

9/24～
酒類提供
可能店舗

１グループ４人以内又は
同居家族の利用に限定

第三者認証取得店舗に限り
19時30分まで可

9/24～



の飲食店の皆様へ
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営業時間 ５時～20時
→変更なし

酒類提供時間 11時～19時
→営業時間内において制限を設けない
※第三者認証取得店舗は引き続き，時短営業とするか，
通常営業とするか，選択できます。

9/24～

※営業時間は厳守



9/13～9/23 9/24～9/30

営業時間

酒類提供時間

第三者認証
取得店舗

それ以外の
飲食店

第三者認証
取得店舗

それ以外の
飲食店

５時～20時

５時～20時

５時～20時

５時～20時

提供しない

提供しない

11時～19時30分

提供しない
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措置区域（鹿児島市） ・・・変更箇所

の飲食店の皆様へ

ただし，１グループ４人以内又は同居家族のみの利用に限定します。
※9/24以降，第三者認証取得店舗に限り，19時30分まで酒類が提供できます。



営業時間

11時～19時
営業時間内において
制限を設けない

酒類提供時間

9/13～9/23 9/24～9/30

５時～20時 ５時～20時
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措置区域（鹿児島市）以外の区域 ・・・変更箇所

の飲食店の皆様へ

※9/24以降，全ての飲食店において酒類の提供時間に制限は設けません。

※第三者認証取得店舗は引き続き，時短営業とするか，通常営業とするか
選択できます。

※営業時間は20時まで，厳守となります。
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大規模集客施設への要請（措置区域）

営業時間の短縮と入場者の整理誘導等の徹底をお願いします。
・営業時間は５時から２０時まで（イベント開催時及び映画館は21時まで）

期 間 令和３年９月13日（ 月 ）から９月30日（ 木 ）まで

対 象 特措法施行令第１１条第１項各号に掲げる施設のうち，２０時以降も営業する
１，０００平方メートルを超える施設
例）営業時間の短縮：ショッピングモール，百貨店（特措法第24条第9項） 等
入場者の整理誘導等：家電量販店（特措法第31条の6第１項），百貨店の地下の食品売
り場（同法第24条第9項） 等

地 域 鹿児島市

協力金 【大規模集客施設】
対象床面積１，０００平方メートル毎に
２０万円×時短率（※）×時短日数

【大規模集客施設のテナント】
対象床面積１００平方メートル毎に

２万円×時短率（※）×時短日数
（※）時短率：時短した時間／本来の営業時間
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【協力依頼】
・1,000㎡以下の施設につきましても，営業時間の短縮等にご協力をお願いします。
・特措法施行令第11条第１項に規定する施設（特に大規模な集客施設）については，酒類の提供はできるだ
け控えていただくようお願いします。
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県民の皆様へ

県外との
不要不急の往来

中止・延期
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新型コロナワクチン大規模接種を実施しています！

期 間

接種会場

対 象 者

１回目接種 ９月１３日～９月２６日
２回目接種 １０月１１日～１０月２４日
※霧島会場は，９月２４日，１０月２２日を除く

鹿児島会場（Ｌｉ－Ｋａ１９・２０ ５階「ライカ南国ホール」）
霧 島 会 場（国分保健センター）

１６歳から３９歳までの県民
妊婦（16歳以上の同居家族・パートナー含む）（年齢不問）
小学校・中学校の教職員（年齢不問）
幼稚園，保育所，認定こども園，放課後児童クラブ等の従事者（年齢不問）
モデルナ社製ワクチンの２回目接種ができていない方（年齢不問）
40歳以上の県民（9月17日(金)追加）

●Web予約（24時間受付）
URL：https://jump.mrso.jp/kagoshima/
●コールセンター（受付時間 ９時～１７時）
０９９－２６３－８４４０
※接種促進のため，１回目の接種を終えた方に対して，抽選で500名に県産品
や県内宿泊割引券等を贈呈

予約方法

希望される方は早めのワクチン接種をお願いいたします。
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県民の皆様へ
基本的な感染防止対策の

をお願いします



自分のこと 家族のこと
友達のこと まわりの人を守るため



県民一丸となった感染防止の
行動が求められています


